
 

   令和８年度砥部町自治活動推進交付金交付要綱 

 

 砥部町告示第８５号  

令和８年３月３０日  

 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、行政区の自治活動を支援するため、町が行政区に対して交付する砥

部町自治活動推進交付金（以下「交付金」という。）の交付に必要な手続き等について定

めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この告示において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 行政区 砥部町区長設置条例（平成 17年砥部町条例第９号）第２条に定める区域 

⑵ 自治活動 住民相互の連絡、環境の整備など良好な地域社会の維持及び形成に資す

る地域的な共同活動を行うことを目的とした活動 

⑶ 交付金事業 交付金の交付を受けて行政区が行う自治活動の全部又は一部 

 （交付対象経費） 

第３条 交付金の交付対象経費は、別表第１に掲げる経費を除く当該行政区の自治活動（当

該年度の３月 31日までに完了するものに限る。）に必要な経費とする。 

 （交付金額） 

第４条 交付金額は、次に掲げる均等額、人口逓増額及び人口比按分額の合算額を限度と

する。 

⑴ 均等額 一行政区あたり 30,000円 

⑵ 人口逓増額 当該年度の４月１日（以下「基準日」という。）における当該行政区の 

住民基本台帳人口（前年度の３月 31日に確定した人口。以下「行政区人口」という。） 

を、別表第２左欄の人口区分に従い分割し、分割した区分ごとの人数に同表右欄の金 

額を乗じて得た額の合算額 

⑶ 人口比按分額 基準日における行政区人口を、各行政区人口の総数で除して得た割

合に 1,160,000円を乗じた額 

 （交付申請） 

第５条 交付金の交付を受けようとする行政区の長（以下「区長」という。）は、令和８年

度砥部町自治活動推進交付金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）を町長

が定める日までに提出しなければならない。 

 （交付決定） 

第６条 町長は、申請書を受理したときは、令和８年度砥部町自治活動推進交付金交付決

定通知書（様式第２号）により、速やかに交付決定した旨を区長に通知するものとする。 

 （交付金の請求及び支出） 

第７条 区長は、前条の規定により交付金の交付決定を受けたときは、令和８年度砥部町

自治活動推進交付金請求書（様式第３号。以下「請求書」という。）により交付金を請求

するものとする。 



２ 町長は、請求書を受理したときは、速やかに交付金を交付するものとする。 

（事業実績報告） 

第８条 区長は、交付金事業が終了したときは、速やかに令和８年度砥部町自治活動推進

交付金実績報告書（様式第４号）及び当該交付金を適正に活用したことが分かるものを

町長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第９条 町長は、交付金の交付に関し不正があると認めるときは、交付決定を取り消すも

のとする。 

（交付金の返還） 

第 10条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した交付金の全部又は

一部を返還するものとする。 

⑴ 交付金事業に充てた交付金の総額が、交付した交付金額を下回ったとき。 

⑵ 交付金事業に充てた経費が、交付対象外経費であったとき。 

⑶ 前条の規定により交付決定が取り消されたとき。 

２ 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付された交付金の全部又は一

部について返還を求めることがある。 

⑴ 錯誤によりこの告示に違反したとき。 

⑵ 交付金事業を廃止したとき。 

 （その他） 

第 11条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定

める。 

   附 則 

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。 



別表第１（第３条関係） 

交付対象外経費 

 

交際費、慶弔費、忘年会等の飲食が目的の会議等の飲食費、社会通念上公金で賄う

ことが不適当な経費 

 

別表第２（第４条関係） 

人口区分 1人あたりの金額 

１００人以下 ３００円 

１０１人以上５００人以下 １００円 

５０１人以上７００人以下  ５０円 

７０１人以上  ３０円 



様式第１号（第５条関係） 

 

 

令和８年度砥部町自治活動推進交付金交付申請書 

 

 

  年  月  日 

 

    砥部町長        様 

 

 
                       住所 

区長    
                       氏名             

 

 

   当区が行う自治活動に対し令和８年度砥部町自治活動推進交付金の交付を受けたい

ので、令和８年度砥部町自治活動推進交付金交付要綱第５条の規定により申請します。 

 

 

 

 

 １ 交付金申請額  金           円 

 

  ２ 令和８年４月１日現在の人口       人 



様式第２号（第６条関係） 

 

 

令和８年度砥部町自治活動推進交付金交付決定通知書 

 

 

 第   号   

  年  月  日   

 

 

区長     様 

 

砥部町長        □印  

 

 

   年 月 日付けで申請のあった令和８年度砥部町自治活動推進交付金の交付に 

ついては、下記のとおり決定したので、令和８年度砥部町自治活動推進交付金交付要 

綱第６条の規定により通知します。 

 

 

記 

 

 

   １ 交付決定金額  金            円 

 

 ２ 令和８年４月１日現在の人口        人 

 

 



様式第３号（第７条関係） 

 

令和８年度砥部町自治活動推進交付金請求書 

 

 

金       円 
 

 

   令和８年度砥部町自治活動推進交付金を上記のとおり請求します。 

なお、上記交付金は、以下の金融機関に振り込んでください。 

 

 

  年  月  日 

 

砥部町長         様 

 

 
                     住所 

区長    
                     氏名            ㊞ 

 

 

 

振込先の金融機関名等 

 

 

 

金 融 

機 関 名 

 

銀 行 

金 庫 

農 協    

支 店 

支 所  

口座種別 口 座 番 号 フリガナ  

1 普通 

2 当座 

 

口座名義 

 

 



様式第４号（第８条関係） 

 

 

令和８年度砥部町自治活動推進交付金実績報告書 

 

  年  月  日 

 

 

   砥部町長         様 

 

 
                       住所 

区長    
                       氏名             

 

 

 

   令和８年度砥部町自治活動推進交付金事業が終了したので、令和８年度砥部町自治

活動推進交付金交付要綱第８条の規定により、実績を報告します。 

 

 

 

 

   １ 交付金受領額  金             円 

 

   ２ 交付金充当額  金             円 

 

   ３ 交付金返還額  金             円  

 

   ４ 添 付 書 類  交付金を適正に活用したことが分かるもの 

 

 

 

 

 

※ 交付金充当額が交付金受領額を下回った場合は、その下回った額を交付金返還額に記

載してください。 


